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「公益目的支出計画実施報告書」の承認に関する説明事項 
 

一般法人へ移行した法人は、行政庁に公益目的支出計画の実施の完了の確認を受

けるまでの間、公益目的支出計画に定めた公益目的のための支出を適正に行う必要

があるため、移行後も公益目的支出計画の実施状況を明らかにする報告書を作成し、

提出しております。  

 

【別紙２．公益目的支出計画実施報告書】をご参照下さい。 

当会の１．公益目的財産額は「446,598,834円」で確定し、公益認定等委員会から承認を受

けております。 

当会の２．①前事業年度末日の公益目的支出差額が「303,470,712円」であったところ、 

２．②当該事業年度の公益目的支出の額が「93,072,707円」となり、 

２．③当該事業年度の実施事業収入の額は「52,388,900円」となったことにより、 

２．当該事業年度の公益目的収支差額（①＋②－③）は「344,154,519円」となり、 

３．当該事業年度末日の公益目的財産残額は「102,444,315円」となりました（計画を

「15,909,299円」下回っています）。 

 

当該事業年度は、人員1名の増員を計画していましたが採用できませんでした。これにより

人件費を中心に支出が少なくなり、公益目的支出の額の実績93,072,707円が計画96,483,000

円を下回りました（「公益目的支出計画の状況」当該事業年度欄）。 

翌事業年度（2020年度）は人員1名の採用を実行する見込みであるため、公益目的支出計画

の実施全体への影響は少ないと考えます。 

 

資料３








